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１ 島根県の給与・定員管理等について

⑴ 総括

ア 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 (参考)

(平成19年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 18年度の人件費率

平成19 人 千円 千円 千円 ％ ％

年度 733,123 2,783,704 25.0 25.0514,185,122 128,315,924

イ 職員給与費の状況（普通会計決算）

（ 参 考 ） 都 道 府 県 平 均区 分 職員数 給 与 費 一 人 当 た り

期 末 勤 勉手当 一 人 当 た り 給 与 費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給 与 費 B / A

平成 19 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 13,325 7,068 7,56359,375,415 12,028,683 22,779,955 94,184,053

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成19年４月１日現在の人数である。

ウ 特記事項

現 在 、 職 員 の 給 与 に つ い て は 、 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 15年 島 根 県 条

例 第 14号 ） 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 15年 島 根 県 条 例 第 15号 （ 以 下 こ）

れ ら を 「 特 例 条 例 」 と い う ） に 基 づ き 、 平 成 24年 ３ 月 31日 ま で の 間 、 次 の と お り 減 額。

措 置 を 行 っ て い る 。

区 分 給 料 月 額 給料月額を算出基礎とする諸手当(退職手当

を除く。)へのはね返り

知 事 25％ 25％

副 知 事 20％ 20％

常 勤 の 監 査 委 員 18％ 18％

病 院 事 業 管 理 者 18％ 18％

教 育 長 18％ 18％

管理職手当受給者 10％ 、 8％ 10％ 、 8％

上 記 以 外 の 職 員 6％ 6％ 、 3％

エ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の

給与水準を示す指数である。

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数 92.9

（平成20年４月１日現在）

（注） 平成20年４月１日現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの

※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地

方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数で

ある。
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⑵ 給与改定の状況

ア 月例給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間給与 公 務 員 給 与 較差 勧告 給与改定率 国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

平成20 円 円 円 ％ ％ ％

年度 375,492 385,191 ▲9,699 0.00 0.00 0.00

▲2.52％

360,663 （14,829）（ ）

（4.11％）

（注）１ 「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額を

ラスパイレス比較した平均給与月額である。

２ 「公務員給与」及び「較差」の下段の（ ）内は、特例条例による減額後の額及び率で

ある。

イ 特別給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間の支給 公務員の 較差 勧告 年間支給月数 国の年間

割合 Ａ 支給月数 Ｂ Ａ－Ｂ 改定月数 支給月数（ ）

平成20 月 月 月 月 月 月

年度 4.01 4.25 ▲0.24 0.00 4.25 4.50

4.00 ▲0.01 (4.35)（ ） （ ）

（注）１ 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合 「公務、

員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２ 「公務員支給月数」及び「較差」の下段の（ ）内は、特例条例による減額後の支給月

数である。

３ 「年間支給月数」の上段は管理職手当受給職員（以下「管理職員」という ）の年間支。

給月数であり、下段の（ ）内は管理職手当非受給職員（以下「非管理職員」という ）。

の年間支給月数である。

⑶ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア 職 員 の 平 均 年 齢 、 平 均 給 料 月 額 及 び 平 均 給 与 月 額 の 状 況 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

(ｱ) 一般行政職

区分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

島根県 44.1歳 332,005円 388,026円 358,985円

国 41.1歳 325,113円 － 387,506円

都道府県平均 43.7歳 348,999円 431,898円 391,069円

(ｲ) 技能労務職

公務員 民間

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 対 応 す る 民 間 の 年齢 平均給与月額区分

A/B(A) (B)（国ベース） 類似職種

島根県 49.0歳 268人 337,925円 383,995円 359,764円 ― ― ― ―

うち守衛 51.4歳 3人 344,500円 399,438円 367,700円 守衛 ― ― ―

うち用務員 48.8歳 52人 335,663円 376,524円 356,335円 用務員 ― ― ―

うち自動車運転手 50.8歳 48人 345,646円 397,717円 368,696円 56.6歳 337,068円 1.18自家用乗用自動車運転手

うち電話交換手 54.8歳 6人 378,667円 427,189円 399,733円 電話交換手 ― ― ―

48.9歳 4,784人 284,679円 ― 320,623円 ― ― ― ―国

48.4歳 520人 335,603円 390,255円 368,137円 ― ― ― ―都道府県平均

(ｳ) 高等学校教育職

区分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

島根県 43.9歳 367,594円 424,849円

都道府県平均 44.6歳 396,784円 465,679円
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(ｴ) 小・中学校教育職

区分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

島根県 44.5歳 373,953円 426,419円

都道府県平均 43.9歳 384,425円 447,206円

(ｵ) 警察職

区分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

島根県 40.8歳 325,916円 430,044円 353,703円

国 41.7歳 327,391円 － 377,402円

都道府県平均 40.3歳 338,245円 483,553円 383,901円

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成20年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当等のすべての諸手当の額を合計したものであり 「地方公務員給与実態調査」に、

おいて明らかにされているものである。

また 「平均給与月額（国ベース 」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、、 ）

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものである。

３ 民間データは、島根県人事委員会が行った「平成19年職種別民間給与実態調査」において

公表されているデータを使用している。

４ 職種別民間給与実態調査における調査対象従業員は、常時勤務する従業員のうち、期間を

定めず雇用されている者とし、臨時の者を除いている。

【参考】

民間 参考

対 応 す る 民 間 の 類 似 平均年齢 平均給与月額 年収ベース（試算値の比較）職種

(C) 公務員 民 間職種 A/C

D/E(D) (E)

島根県 ― ― ― ― ― ― ―

うち守衛 守衛 62.8歳 184,600円 2.16 6,396,561 2,573,400 2.49

うち用務員 用務員 53.9歳 227,200円 1.66 6,179,323 3,284,300 1.88

うち自動車運転手 48.1歳 268,100円 1.48 6,477,891 3,667,600 1.77自家用乗用自動車運転手

うち電話交換手 ― ― ― ― ― ― ―

（注）１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平

成16年～18年の３か年平均 。なお、用務員については、都道府県別のデータが公表されて）

いないため、全国計のデータを記載している。

２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たっては、用務員は賃金構造基本統計調査に

おける「用務員 、自動車運転手は賃金構造基本統計調査における「自家用乗用自動車運転」

手 、守衛は賃金構造基本統計調査における「守衛」と比較しているが、年齢、業務内容等」

が完全に一致しているものではない。また、雇用形態についても、民間データには日々又は

１か月以内の期間を定めて雇用されている者のうち、１か月に18日以上雇用されたもの等、

いわゆる非正規雇用の者も含まれている。

３ 年収ベースの「公務員(D)」及び「民間(E)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍し

たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当の額、民間においては前年

に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
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イ 職 員 の 初 任 給 の 状 況 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

区 分 島 根 県 国

一 般 行 政 職 大 学 卒 172,200円 172,200円

（ 161, 868円 ）

高 校 卒 140,100円 140,100円

（ 131, 694円 ）

技 能 労 務 職 高 校 卒 152,600円 －

（ 143,444円 ）（ 免 許 職 ）

－技 能 労 務 職 高 校 卒 146,7 00円

（ 非 免 許 職 ） (137,8 98円 ）

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 192,800円 －

（ 181, 232円 ）

小 ・ 中 学 校 教 育 職 大 学 卒 192,800円 －

（ 181, 232円 ）

警 察 職 大 学 卒 197,200円 200,000円

（ 185,368円 ）

高 校 卒 164,700円 158,100円

（ 154,818円 ）

（注） 「島根県」の下段の（ ）内は、特例条例による減額後の額である。

ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大 学 卒 250,543円 286,692円 346,529円

高 校 卒 204,499円 249,915円 286,056円

技能労務職 高 校 卒 ― 円 238,948円 284,425円

高等学校教育職 大 学 卒 287,655円 330,171円 360,007円

小・中学校教育職 大 学 卒 283,166円 329,033円 355,626円

警 察 職 大 学 卒 268,638円 300,142円 362,801円

高 校 卒 244,572円 280,112円 323,996円

⑷ 一般行政職の級別職員数等の状況

ア 一般行政職の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

人 ％
１ 級 主事、技師 139 3.6

人 ％
２ 級 主任主事、主任技師 174 4.5

人 ％
３ 級 主任 1,217 31.6

人 ％
４ 級 企画員 737 19.1

人 ％
５ 級 グループリーダー 1,064 27.6

人 ％
６ 級 課長 430 11.1

人 ％
７ 級 課長 42 1.1

人 ％
８ 級 次長 33 0.9

人 ％
９ 級 部長 18 0.5
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（注）１ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
２ 「職員数」は、職員の給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）に基づく給料表

の級区分による職員数である。

（注） 平成18年に１１級制から９級制に変更している （旧給料表の１級及び２級並びに４級及び。

５級をそれぞれ統合）

イ 昇給への勤務成績の反映状況

１ 勤務成績の評定の実施状況

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第40条に基づき、毎年11月１日を評定日として勤務

成績の評定を実施している。

なお、平成17年６月から管理職を対象とした業績等に基づく人事評価を実施しており、平成

17年11月から一般職についても試行を開始している。

２ 昇給への勤務成績の反映状況

所属長からの内申書に基づき、５段階の区分で昇給を決定している。

⑸ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

島 根 県 国

１人当たり平均支給額（平成19年度） －

1,702千円

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.8 月分( )管理職員
1.45 月分 3.0 月分 1.5 月分

2.9 月分( )非管理職員
(1.6)月分 (0.75)月分 (1.6)月分 (0.75)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 10～25％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１ 勤務成績の評定の実施状況

地方公務員法第40条に基づき、毎年11月１日を評定日として勤務成績の評定を実施
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している。

なお、平成17年６月から管理職を対象とした業績等に基づく人事評価を実施し、平

成17年11月から一般職についても試行を開始している。

２ 勤勉手当への勤務実績の反映状況

管理職については、平成18年６月期より人事評価の結果に基づき相対区分処理を行

い、直近の勤勉手当支給時に区分に応じて成績率（支給月数）を決定している。

成績率（支給月数）

相対区分 分布割合 ※６月期、12月期とも

部次長級 課長級

Ⅰ 10％以内 1.02 月 0.85月

Ⅱ 30％以内 0.965月 0.78月

Ⅲ 60％以内 0.91 月 0.71月

不良 － 0.91 月以下 0.71月以下

イ 退職手当（平成20年４月１日現在）

島 根 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2～20％加算) 定年前早期退職特例措置(2～20％加算)
1人当たり平均支給額

5,138千円 27,510千円
（注） 「１人当たり平均支給額」は、平成19年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額で

ある。

ウ 地域手当（平成20年４月１日現在）

支 給 実 績（平成19年度） 41,957千円

566,980円支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度）

（ ）支給対象地域・職種 支給対象職員数 支給率 国の制度 支給率

東京都（特別区） 24人 16％ 16％

大阪府大阪市 10人 13％ 13％

愛知県名古屋市 1人 12％ 12％

広島県広島市 10人 7％ 7％

岡山県岡山市 1人 3％ 3％

上記以外の市町村 13,233人 0％ 0％

医師・歯科医師 46人 13％ 13％

平 均 支 給 率 13.0％ 13.0％

（注 「国の制度（支給率 」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し） ）

国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

（平成22年度の制度完成時）

（ ）支給対象地域・職種 支給率 国の制度 支給率

東京都（特別区） 18％ 18％

大阪府大阪市 15％ 15％

愛知県名古屋市 12％ 12％

広島県広島市 10％ 10％

岡山県岡山市 3％ 3％

医師・歯科医師 15％ 15％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度

から支給率を段階的に引き上げることとしている。

エ 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成19年度） 442,255千円
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支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 61,373円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成19年度 53.2％（ ）

手当の種類（手当数） 60

教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

支給職員数の多い手当 死体取扱手当

夜間特殊業務手当（警察業務）

代表的な手当の名称 捜査特別手当

教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

支給額の多い手当 警ら手当

捜査特別手当

夜間特殊業務手当（警察業務）

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 1 9 年 度 ） 1,860,427千円

職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 140千円

支 給 実 績 （ 平 成 1 8 年 度 ） 2,198,109千円

職員１人当たり平均支給年額（平成18年度） 159千円

カ そ の 他 の 手 当 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人
支 給 実 績

当たり平均支国 の 制
国 の 制 度 と （ 平 成 1 9

手 当 名 給年額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容 年 度 ）

（ 平 成 19異 同

年 度 ）

扶 養 手 当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 1,943,201 236 ,457

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,000円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 22

歳 年 度 末 ） の 子 の 加 算 5,000円

住 居 手 当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 195,093608,1 05

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

持家居住者

新 築 ・ 購 入 か ら 5年 間 2,500円

通 勤 手 当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 1,240,508 105 ,845び距離の区分が異

最高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 任 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80 （国:距離により 293,665 332 ,576

キロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,0 6,000円～45,00

00円） 0円 。）

初 任 給 調 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 千 円 円

1,47 7,773整 手 当 給 給額が異なる。 66,500

支給額(月額) 2,000円～306,900円
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管 理 職 手 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

当 調整額として支 925,951 620 ,195の 定 額

給支 給 額 41,6 00円 ～ 130,3 00円

特 地 勤 務 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 千 円 円

手 当 に勤務する職員に支給 207,763 438 ,319

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額)×

4％～16％

特 地 勤 務 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 千 円 円

手 当 に 準 って住居を移転した職員に支給 115,660 185 ,353

ず る 手 当 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

～6％

へ き 地 手 へき地学校等に勤務する教職員に支給 千 円 円

当 支給額 399,960 388 ,311

給料及び扶養手当の月額×4％～25％

へ き 地 手 へき地学校 へき地学校に準ずる学校等に異動し 千 円 円、 、

当 に 準 ず 当該異動に伴って住居を移転した職員に支給 55,680 156 ,404

る 手 当 支給額 給料及び扶養手当の月額×2％～4％

定 時 制 通 高等学校で定時制又は通信制の課程の教育に従事 千 円 円

信 教 育 手 する教育職員に支給 46,868 426 ,069

当 支給額 給料月額の10％

産 業 教 育 高等学校の農業、水産又は工業に関する実習授業 千 円 円

手 当 等に従事する教育職員に支給 120,502 408 ,481

支給額 給料月額の10％

義 務 教 育 小・中・高・盲・ろう・養護学校に勤務する教育 千 円 円

等 教 員 特 職員に支給 1,279,560 159 ,209

別 手 当 最高支給限度額 20,200円

休 日 勤 務 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

手 当 与額×135/100 りの給与額の算 155,979 87 ,383

。出方法が異なる

夜 間 勤 務 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

手 当 ５時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 65,499 77 ,605

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 手 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 千 円 円

当 2,100円～30,000円 457,347 171 ,935

管 理 職 員 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 千 円 円

特 別 勤 務 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給 7,060 68 ,544

手 当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,00

0円）

農 林 漁 業 農・林・水産業等に関する専門の事項について、 千円 円

普 及 指 導 調査研究を行う職員並びに技術及び知識の普及指 40,952 240 ,894

手 当 導を行う職員に支給

支給額 給料月額×6/100

災 害 派 遣 災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方

手 当 公共団体等から派遣された職員に支給 実 績 な し 実 績 な し

支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

武 力 攻 撃 武力攻撃事態等に至った際、国民保護のための措

災 害 等 派 置の実施のため国又は他の地方公共団体等から派 実 績 な し 実 績 な し
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遣 手 当 遣された職員に支給

支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

⑹ 特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 960,000 （ 1,280,000円 ）円

副 知 事 800,000円 （ 1,000,000円 ）料

報 議 長 円 （ 960,000円 ）768 ,000

副 議 長 （ 835,000円 ）709,7 50円

酬 議 員 （ 770,000円 ）654 ,500円

知 事 （ 平 成 19年 度 支 給 割 合 ）

期 副 知 事 3.20月 分

末 出 納 長

手 議 長 （ 平 成 19年 度 支 給 割 合 ）

当 副 議 長 3.20月 分

議 員

退 （ 算 定 方 式 ） （ １ 期 の 手 当 額 ） （ 支 給 時 期 ）

128万 円 × 在 職 月 数 × 0.6 3,686. 4万 円 任 期 毎職 知 事

100万 円 × 在 職 月 数 × 0.43 2,064万 円 任 期 毎手 副 知 事

当 備 考 知 事 に つ い て 10％ 、 副 知 事 に つ い て は ５ ％ の カ ッ ト を 実 施

(注 )１ 「給料」及び「報酬」の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。

２ 「退職手当」の「 １期の手当額 」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、（ ）

１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

⑺ 職員数の状況

ア 部門別職員数の状況と主な増減理由

（単位：人） （各年４月１日現在）
区 分 職 員 数 対 前 年 主 な 増 減 理 由

部 門 平成20年 平成19年 増 減 数
一 議 会 23 23 0

総 務 588 607 ▲ 19 事務事業の見直し
般 税 務 125 130 ▲ 5 事務事業の見直し

事務事業の見直し、福祉事務所廃止縮小普 民 生 260 275 ▲ 15
行 衛 生 458 463 ▲ 5 育休代替職員減

通 労 働 69 71 ▲ 2 事務事業の見直し
政 農林水産 999 1,040 ▲ 41 公共事業の削減

会 商 工 174 171 3 産業振興・企業立地部門強化
部 土 木 921 937 ▲ 16 公共事業の削減

計 計
（ ）門 3,617 3,717 ▲100 参考：人口10万人当たり職員数 493.37人

部 教育部門
7,945 8,026 ▲ 81 生徒数減による学級数の減少

門 警察部門
1,764 1,778 ▲ 14 退職者の増加

小 計
（ ）13,326 13,521 ▲195 参考：人口10万人当たり職員数 1,817.70人

公 病 院 848 845 3 欠員補充
「その他」部門との調整（２ 、事務事業の見直し（▲１）営 水 道 30 29 1 ）

企会 下水道 19 21 ▲ 2 事務事業の見直し
業計 その他 65 67 ▲ 2 「水道」部門との調整
等部 小 計

門 962 962 0
合 計

14,288 14,483 ▲195
（ ）[15,531] [15,393] [ 138] 参考：人口10万人当たり職員数 1,948.92人

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。
２ [ ]内は、条例定数の合計である。

イ 職員の任免に関する状況

(ｱ) 平成20年度及び平成19年度の職種別採用者数

区 分 平成20年度 平成19年度

H20.４.１ H19.４ .１ H19.４ .２
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職種 ～H20.３.31

一般行政職 4 2人 36人 27人

警察職 69 71 22

高等学校教育職 46 40

小中学校教育職 13 2 7 8

3海事職 1

1研究職 6 5

4その他 医療職 11 1 0

技能労務職

47その他 3 9 5 2

計 3 4 6 295 101

（注）１ 職種区分は 「平成20年度地方公務員給与実態調査」による。、

２ 職種区分の「その他」のうちの 「その他」とは、企業局職員、病院局職員等である。、

３ 職種区分の「一般行政職」及び「医療職」のうちの「H19.４．２～H20.３．31」には、

育休代替職員を含む（一般行政職22名、研究職１名及び税務職１名 。）

(ｲ) 平成19年度職種別事由別離職者数

(単位：人)

その他

区分 定年 勧奨 普通

合計 退職 退職 退職 分限 懲戒 失職 死亡 再任用後

免職 免職 退職 の離職者

職種

11一般行政職 184 61 80 32

警察職 98 48 8 38 4

高等学校教育職 92 56 10 21 2 21

小・中学校教育職 70 1136 3 5 30

1 1海事職 3 1

3そ 研究職 11 8

の 医療職 17 11 4 2

他 技能労務職 18 13 5

その他 71 9 28 133

計 630 277 170 160 19 21 1

(注 ) １ 職種区分は「平成20年度地方公務員給与実態調査」による。

２ 職種区分の「その他」のうちの「その他」とは、企業局職員、病院局職員等である。

３ 「勧奨退職」とは、任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応

じて離職することをいう。

４ 「普通退職」とは、自己都合により離職することをいう。

５ 「分限免職」とは、地方公務員法第28条第１項の事由により分限処分を受けて離職する

ことをいう。

６ 「懲戒免職」とは、地方公務員法第29条第１項の事由により懲戒処分を受けて離職する

ことをいう。

７ 「失職」とは、職員が法定の欠格事項（地方公務員法第16条各号（第３号を除く ） に。

該当する場合で行政処分によることなく当然に離職するもの） に該当して離職すること

をいう。

８ 「再任用後の離職者」とは、地方公務員法第28条の４及び第28条の５の規定に基づき再

任用され、その任期が満了したことにより離職することをいう。

ウ 年齢別職員構成の状況（平成20年４月１日現在）
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20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

歳 歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以

満 上

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

区 分 計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
31 2 5 1 638 99 8 1 ,5 6 5 1,721 1,815 2,067 2,127 1,653 1,395 27 14,288職員数

エ 定員管理の数値目標及び進捗状況

(ｱ) 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

平成 17年 ４ 月１ 日 平 成 22年 ４月 １ 日 純減数 純減率

職員数 職員数

人 人 人 ％

15,013 13,742 1,271 8.5

（参考１ 「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針（平成17年３月29）

日総務事務次官通知 」により作成した「県行政に関する集中改革プラン」における定）

員管理の数値目標

計画期間

数値目標
始 期 終 期

総定員（一般行政部門＋特別行政部門＋公

営企業等）ベースで8.5％の減
平成17年４月１日 平成22年４月１日

（参考２）平成17年３月に策定公表した1,000人の定員削減計画における定員管理の数値

目標

計画期間

数値目標
始 期 終 期

一般行政部門及び特別行政部門（教員、警察

官等を除く ）で1,000人の純減（▲20％）
平成15年４月１日 平成24年４月１日

。

オ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

区 分 平成17年 (参考)平成18年 平成19年 平成20年 平成18年～20年

H22部 門 計画始期 １年目 ２年目 ３年目 計 数値目標

一般行政 職員数 3,917 3,795 3,717 3,617 － 3,460

増 減 ▲122 ▲78 ▲100 ▲300(65.65％) ▲457

教 育 職員数 8,379 8,277 8,026 7,945 － 7,562

増 減 ▲102 ▲251 ▲81 ▲434(53.12％) ▲817

警 察 職員数 1,755 1,751 1,778 1,764 － 1,758

増 減 ▲4 27 ▲14 9(－) 3

公営企業 職員数 962 981 962 962 － 962

0

2
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6

8

1 0

1 2
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1 6

構 成 比

５年 前 の 構 成 比

%
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等 会 計 増 減 19 ▲19 0 0(－) 0

計 職員数 15,013 14,804 14,483 14,288 － 13,742

増 減 ▲209 ▲321 ▲195 ▲725(57.04％) ▲1,271

（注）１ 計画期間は、平成17年～22年の５年間である。

２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以

降現年までの職員増減数の累計を示す。

⑻ 公営企業職員の状況

ア 企業局

(ｱ) 総括

ａ 企業局職員給与の特記事項

現在企業局職員の給与については、島根県企業局職員の給与の特例に関する規程（平成15年

島根県公営企業管理規程第３号）に基づき、平成24年３月31日までの間、次のとおり減額措置

を行っている。

区 分 給 料 月 額 給料月額を算出基礎とする諸手当(退職手当

を除く。)へのはね返り

管理職手当受給者 10％ 、 8％ 10％ 、 8％

上 記 以 外 の 職 員 6％ 6％ 、 3％

ｂ 定員適正化目標

平成17年度策定の「企業局経営計画」の中で、平成22年までに10％程度の削減を行うこと

としている。

(ｲ) 水道事業

ａ 職員給与費の状況

(a)決算

区 分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成18年度の総費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用に占める職員給

与費比率

平成19 千円 千円 千円 ％ ％

年度 968,662 383,356 243,180 25.1 24.5

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成19 人 千円 千円 千円 千円 千円

年度 30 117,915 21,253 48,197 187,365 6,246

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成20年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

水道事業 42.8歳 332,489円 536,375円

（参考）一般行政職 44.1歳 345,644円 525,701円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 水 道 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成19年度） １人当たり平均支給額（平成19年度）

1,607千円 1,702千円

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
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2.8 月分( ) 2.8 月分( )管理職員 管 理職員
1.45 月分 1.45 月分

2.9 月分( ) 2.9 月分( )非管理職員 非 管理職員
(1.6)月分 (0.75)月分 (1.6)月分 (0.75)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成20年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
28,610千円 5,138千円 27,510千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

(注) 「島根県（企業局職員 」の「１人当たり平均支給額」は、平成17年度から平成19年度）

までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気事業職員に支

給された退職手当の平均額である 「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、平成19年。

度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給対象なし

(d) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給総額（平成19年度） 1,023千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 78,665円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成19年度 43.3％（ ）

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当

夜間特殊業務手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 1 9 年 度 ） 4,671千円

職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 156千円

支 給 実 績 （ 平 成 1 8 年 度 ） 6,437千円

職員１人当たり平均支給年額（平成18年度） 201千円

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人
支 給 実 績

当たり平均支国 の 制
国 の 制 度 と （ 平 成 1 9

手 当 名 給年額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容 年 度 ）

（ 平 成 19異 同

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 4,125 242 ,647

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,000円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 22

歳 年 度 末 ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 950 105 ,500



- 14 -

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

持家居住者

新 築 ・ 購 入 か ら 5年 間 2,500円

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 2,819 112 ,762び距離の区分が異

最高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80 （国:距離により 774 258 ,000

キロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,0 6,000円～45,00

00円） 0円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 給額が異なる。

当 支給額(月額) 2,000円～306,900円

管 理 職 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支 3,895 649 ,142の 定 額

給支 給 額 41,6 00円 ～ 130,3 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額)×

4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

135,9 04務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 1,495

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

166,4 07務 手 当 ５時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 1,498

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,00

0円）

(ｳ) 工業用水道事業

ａ 職員給与費の状況

(a)決算

区 分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成 18年 度 の総 費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用 に 占 め る 職 員 給

与費比率
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平成19 千円 千円 千円 ％ ％

年度 212,764 ▲24,415 34,584 16.3 15.9

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成19 人 千円 千円 千円 千円 千円

年度 6 20,881 5,343 8,360 34,584 5,764

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成20年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

工業用水道事業 39.2歳 316,806円 486,583円

（参考）一般行政職 44.1歳 345,644円 525,701円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島根県（工業用水道事業） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成19年度） １人当たり平均支給額（平成19年度）

1,393千円 1,702千円

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.8 月分( ) 2.8 月分( )管理職員 管 理職員
1.45 月分 1.45 月分

2.9 月分( ) 2.9 月分( )非管理職員 非 管理職員
(1.6)月分 (0.75)月分 (1.6)月分 (0.75)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成20年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
28,610千円 5,138千円 27,510千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

(注) 「島根県（企業局職員 」の「１人当たり平均支給額」は、平成17年度から平成19年度）

までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気事業職員に支

給された退職手当の平均額である 「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、平成19年。

度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給対象なし

(d) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給総額（平成19年度） 390千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 97,515円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成19年度 66.7％（ ）

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当
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夜間特殊業務手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 1 9 年 度 ） 1,718千円

職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 286千円

支 給 実 績 （ 平 成 1 8 年 度 ） 2,089千円

職員１人当たり平均支給年額（平成18年度） 348千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人
支 給 実 績

当たり平均支国 の 制
国 の 制 度 と （ 平 成 1 9

手 当 名 給年額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容 年 度 ）

（ 平 成 19異 同

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 879 175 ,800

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,000円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 22

歳 年 度 末 ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 324 324 ,000

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

持家居住者

新 築 ・ 購 入 か ら 5年 間 2,500円

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 704 176 ,100び距離の区分が異

最高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 実 績 な し 実 績 な し

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80 （国:距離により

キロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,0 6,000円～45,00

00円） 0円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 給額が異なる。

当 支給額(月額) 2,000円～306,900円

管 理 職 国：俸給の特別 実 績 な し 実 績 な し給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支の 定 額

給支 給 額 41,6 00円 ～ 130,3 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額)×

4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％
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る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 738 184 ,572

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 ５時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 589 147 ,290

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,00

0円）

(ｴ) 電気事業

ａ 職員給与費の状況

(a)決算

区 分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成18年度の総費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用に占める職員給

与費比率

平成19 千円 千円 千円 ％ ％

年度 1,129,893 47,863 429,640 38.0 37.2

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成19 人 千円 千円 千円 千円 千円

年度 51 203,042 39,687 83,770 326,499 6,279

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成20年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

電気事業 43.2歳 343,477円 523,826円

（参考）一般行政職 44.1歳 345,644円 525,701円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 電 気 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成19年度） １人当たり平均支給額（平成19年度）

1,626千円 1,702千円

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.8 月分( ) 2.8 月分( )管理職員 管理 職員
1.45 月分 1.45 月分

2.9 月分( ) 2.9 月分( )非管理職員 非管 理職員
(1.6)月分 (0.75)月分 (1.6)月分 (0.75)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％
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(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成20年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
28,610千円 5,138千円 27,510千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

(注) 「島根県（企業局職員 」の「１人当たり平均支給額」は、平成17年度から平成19年度）

までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気事業職員に支

給された退職手当の平均額である 「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、平成19年。

度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給対象なし

(d) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給総額（平成19年度） 2,080千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 79,985円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成19年度 50.0％（ ）

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当

夜間特殊業務手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 1 9 年 度 ） 11,815千円

職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 232千円

支 給 実 績 （ 平 成 1 8 年 度 ） 18,829千円

職員１人当たり平均支給年額（平成18年度） 355千円

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人
支 給 実 績

当たり平均支国 の 制
国 の 制 度 と （ 平 成 1 9

手 当 名 給年額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容 年 度 ）

（ 平 成 19異 同

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 8,246 266 ,000

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,000円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 22

歳 年 度 末 ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 896 128 ,000

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

持家居住者

新 築 ・ 購 入 か ら 5年 間 2,500円

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 4,427 102 ,948び距離の区分が異

最高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者
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２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80 （国:距離により 2,268 324 ,000

キロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,0 6,000円～45,00

00円） 0円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 給額が異なる。

当 支給額(月額) 2,000円～306,900円

管 理 職 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支 4,630 771 ,626の 定 額

給支 給 額 41,6 00円 ～ 130,3 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額)×

4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 2,773 138 ,672

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

134,3 22務 手 当 ５時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 2,552

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,00

0円）

イ 病院局

(ｱ) 総括

ａ 病院局職員給与の特記事項

現在病院局職員の給与については、島根県病院局職員の給与の特例に関する規程（平成19年

島根県病院局管理規程第７号）に基づき、平成24年３月31日までの間、次のとおり減額措置を

行っている。

区 分 給 料 月 額 給料月額を算出基礎とする諸手当(退職手当

を除く。)へのはね返り

管理職手当受給者 10％ 、 8％ 10％ 、 8％

上 記 以 外 の 職 員 6％ 6％ 、 3％

ｂ 定員適正化目標

今後の医療情勢を踏まえ、より適切な医療を提供するために必要とする職員を、経営状況を

勘案しながら適切に確保する。

(ｲ) 病院事業

ａ 職員給与費の状況
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(a)決算

区 分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成18年度の総費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用に占める職員給

与費比率

平成19 千円 千円 千円 ％ ％

年度 594,228 7,476,241 39.6 42.718,856,831

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成19 人 千円 千円 千円 千円 千円

年度 831 6,7873,229,951 1,166,439 1,243,998 5,640,388

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成20年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

医 師 44.0歳 535,320円 1,138,907円

看 護 師 34.8歳 273,650円 421,949円

事務職員 41.4歳 330,217円 525,405円

（参考）一般行政職 44.1歳 345,644円 525,701円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 病 院 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成19年度） １人当たり平均支給額（平成19年度）

1,434千円 1,702千円

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.8 月分( ) 2.8 月分( )管理職員 管理 職員
1.45 月分 1.45 月分

2.9 月分( ) 2.9 月分( )非管理職員 非管 理職員
(1.6)月分 (0.75)月分 (1.6)月分 (0.75)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成20年４月１日現在）

島 根 県 （ 病 院 事 業 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
,839千円 25,775千円 5,138千円 27,510千円1人当たり平均支給額 1 1人当たり平均支給額

（注） 「島根県（病院事業 」の「１人当たり平均支給額」は、平成19年度に退職した病院事）

。「 」 「 」 、業職員に支給された退職手当の平均額である 島根県 の １人当たり平均支給額 は

平成19年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支 給 実 績（平成19年度） 71,538千円
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701,355円支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度）

（ ）支給対象地域・職種 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度 支給率

医師・歯科医師 13％ 102人 0％

県内全市町村 0％ 746人 0％

（平成22年度の制度完成時）

（ ）支給対象地域・職種 支給率 一般行政職の制度 支給率

医師・歯科医師 15％ 0％

（注） 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から

支給率を段階的に引き上げることとしている。

(d) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給総額（平成19年度） 230,880千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 309,087円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成19年度 88.1％（ ）

手当の種類（手当数） 13

手当の名称 有害物取扱手当 特殊現場作業従事手当 特殊自動車等運転手当

防疫作業等従事手当 死体取扱手当 精神保健業務手当 夜間特

殊業務手当 放射線取扱業務等従事手当 機能回復訓練従事手当

医師手当 病院業務従事手当 航空業務従事手当 浄化槽管理業

務従事手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 1 9 年 度 ） 370,824千円

職員１人当たり平均支給年額（平成19年度） 446千円

支 給 実 績 （ 平 成 1 8 年 度 ） 356,374千円

職員１人当たり平均支給年額（平成18年度） 426千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 20年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人
支 給 実 績

当たり平均支国 の 制
国 の 制 度 と （ 平 成 1 9

手 当 名 給年額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容 年 度 ）

（ 平 成 19異 同

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 71,640 202 ,373

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,000円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 22

歳 年 度 末 ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 75,423 226 ,497

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

持家居住者

新 築 ・ 購 入 か ら 5年 間 2,500円

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 51,352 79 ,616び距離の区分が異

最高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額
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単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80 （国:距離により 46,00046

キロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,0 6,000円～45,00

00円） 0円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 千 円 円

調 整 手 給 給額が異なる。 2,741,594265,9 35

当 支給額(月額) 2,000円～306,900円

管 理 職 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支 37,032 822 ,922の 定 額

給支 給 額 41,6 00円 ～ 137,7 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額)×

4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 8,976 36 ,637

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 ５時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 69,726 134 ,606

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 千 円 円

手 当 2,100円～30,000円 67,410 385 ,201

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,00

0円）


